
お問合せ先
給付担当（078）362-3765

各班からの
お知らせ

資格を喪失したら組合員証等は使用できません資格を喪失したら組合員証等は使用できません
　組合員や被扶養者の資格喪失日以降は、お持ちの組合員証や被扶養者証を絶対に使用しないでく
ださい。
　資格喪失後（遡って組合員や被扶養者の資格を喪失した場合を含む。）に使用されると、共済組合の負担分（医
療費の７割（８割）や附加給付金等）を一括で返還していただくことになります。なお、返還した医療費につい
ては、新たに加入した健康保険にご自身で請求していただく手続が必要です。

お問合せ先
給付担当（078）362-3765

福祉医療費助成制度の
受給資格確認にご協力ください
　毎年７月に、市町村等が実施している福祉医療費助成制度の受給資格の確認をしています。
　以下のケースに当てはまる場合は共済組合へ報告をお願いします。

　　　　　・新たに助成を受けることになった場合※

　　　　　・所得制限等により受けることができない場合
　　　　　・すでに報告している助成が受けられなくなった場合
　　　　　・すでに報告している助成の内容に変更があった場合

※報告が不要な方
　福祉医療費助成制度のうち、兵庫県内に居住している方で、乳幼児・こども医療費助成を兵庫県内の市町から
受けている場合は報告不要です。（兵庫県外の市町村から助成を受けている場合は報告が必要です。）

　なお、詳しい調査内容については、７月頃に所属所長あて公文書により依頼しますので、ご協力をお願いし
ます。

　正しい報告がないと、給付金が支給されなかったり、支給した給付金を返還していただかなければならないこ
とがあります。

◎福祉医療費助成制度とは
市町村等が、一定の条件を満たした方に、医療費の窓口負担の全額または一部を助成する制度で
す。福祉医療費助成制度には、乳幼児・こども医療費助成、重度障害者医療費助成、母（父）子家
庭等医療費助成、高齢期移行者医療費助成などがあります。

市町村からの
福祉医療費助成と

共済組合からの給付金との
重複支給を避けるために
報告が必要なんだね！
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特定健康診査のご案内
　「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、生活習慣病の予防のためにメタボリックシンドロームに着目
した特定健康診査を実施します。
　40～74歳の短期組合員で勤務先の定期健康診断等を受診されない方、被扶養者の方を対象に、７月下旬頃に
受診券等をご自宅宛てに発送します。事前に各自で実施医療機関に予約をして、当日は受診券、組合員証、標準
的な質問票を持参のうえ受診してください。
※勤務先の定期健康診断や人間ドック等を受診される方にも受診券が届く場合がありますが、特定健康診査を重
ねて受診する必要はありません。

　【特定健康診査の流れ】

　【検査項目】

　【特定健康診査のここがポイント！】

お問合せ先
福祉担当（078）362-3763

７月下旬頃、受診券等がご自宅
に到着します。（自動発送）

実施医療機関を確認し、事前に
各自で予約をしてください。

予約した医療機関で受診してく
ださい。
※受診料は無料です！

身体計測

問診
血液検査

尿検査
血圧測定

近隣の病院で受診することができます。実施医療機関については、
受診券に同封している冊子または兵庫支部ホームページで確認でき
ます。また、一覧に掲載がない病院でも受診できる場合があります
ので、受診を希望する病院にお尋ねください。 実施医療機関一覧

健診の結果、生活習慣病のリスクが高いと判断された方は、特定保健指導を無料で受
診できます。プロの保健師さんや栄養士さんから運動や食事についてのアドバイスを
もらうことができますので、この機会に生活習慣の改善について考えてみてはいかが
でしょうか。

など
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お問合せ先
福祉担当（078）362-3763

血液検査が無料で受診できることをご存じですか？
　共済組合では、人間ドックまたは若年者ドックを受診していない方を対象に、血液検査を実施しています。検
査料は共済組合が負担するため、無料で受診することができます。

　　●申込期間…令和５年７月12日（水）～８月７日（月）
　　●実施期間…令和５年12月～令和６年２月
　　●受診者の決定…９月上旬に所属所長を通じてお知らせします。

【オンライン申請ページ】
　https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?acs=blood
　※申込期間外はページが表示されませんのでご注意ください。

口座確認について
　共済組合から支給する給付金等（出産費・インフルエンザ予防接種助成等）
が振り込めない事例が発生しています。ご確認をお願いします。
　共済組合への届出口座は、例年７月頃に所属所へ送付する「組合員・被扶
養者基本台帳」で確認できます。
　金融機関の変更は、「組合員に関する報告書」で報告してください。
○参考事例
　名義人相違、口座解約、支店の統廃合等

お問合せ先
経理担当（078）362-3897

申請ページQRコード

振込不能となった場合、再度正
しい口座に給付金等を振り込む
のに、時間がかかることがある
よ！
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お問合せ先
年金班（078）362-3767

お問合せ先
年金班（078）362-3767

３階部分の年金「年金払い退職給付」
～「給付算定基礎額残高通知書」が届きます～
　年金払い退職給付の対象は一般組合員であり、短期組合員には適用されませんのでご注意ください。
　年金払い退職給付は、毎月の標準報酬月額および標準期末手当等の額に付与率と利息を累積した「給付算定基礎額」
を基礎に年金額を決定します。

年金払い退職給付には、３つの種類があります。

　☆退職年金は、原則65歳から半分は終身年金、半分は有期年金として支給されます。
　☆公務障害年金は、公務により障害の状態になったときに、障害の状態である間支給されます。
　☆公務遺族年金は、公務による傷病(通勤災害を除く)により亡くなられたときに、遺族に支給されます。

■�年金払い退職給付の
給付算定基礎額残高
通知書

　毎年７月下旬に、年金払
い退職給付の「給付算定基
礎額」残高に関する情報を
お知らせするため、組合員
および年金待機者に「年金
払い退職給付の給付算定基
礎額残高通知書」を圧着ハ
ガキでお送りしています。

年度の途中で退職される一般組合員の方へ
～退職時の年金手続きをお願いします～
※以下は、短期組合員の方は対象ではありません。
■年金の支給開始年齢に到達している方が退職するとき
　「年金改定請求」の手続きが必要です。
　＊すでに決定されている年金に退職までの期間を加算し年金額を改定するため
　＊在職中に支給停止となっていた年金額を解除するため

【手続方法】
　①必要書類の案内文書を送付しますので、所属の事務担当者から当支部年金班へ電話連絡をお願いします。
　　（必要書類は、生年月日等により異なります。）
　②所属の事務担当者を通して、「年金改定請求」書類（および履歴書）を提出してください。

注意 　�支給停止となっていた年金額が解除され、本来の年金額での支給が開始されるまでには、必要書類を提出され
てから４か月程度かかります。

■年金の支給開始年齢に到達していない方が退職するとき�
　「退職届書」の手続きが必要です。
　＊将来の年金請求に備え、公務員期間（組合員期間）を登録するため

【手続方法】
　所属の事務担当者を通して、「退職届書」（および履歴書）を提出してください。
　→�登録が完了しましたら、公立学校共済組合本部から「年金待機者登録通知書」が届きますので、大切に保管してく

ださい。
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